
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込先・問い合わせ先】 

鳥取県米粉食品普及推進協議会事務局 

（有限会社 亀井堂）  

〒６８０－０９３４ 鳥取市徳尾１２２ 

 電話 0857-22-2100 ファックス 0857-23-3085 

※入会希望者は裏面申込書に記入の上、事務局までお申込くださ

い。 

 

■会員の特典 

○本協議会が実施している「米粉の無償提供」の優先提供 

○米粉食品に関する情報提供 

○会員相互、関係機関との連携による米粉食品の普及推進   

○各種講習会、料理教室等への一部助成         等 

 

■会費(年会費) 

正会員 5,000円、個人会員 1,000円、協賛会員 5,000円 

米粉の良さを知っていただくため、食品事業者、生産者団体、
消費者、行政機関などで「鳥取県米粉食品普及推進協議会」
を作り、普及を図っています。 



鳥取県米粉食品普及推進協議会入会申込書 

平成   年   月   日 

 

 

会員区分 

 

１ 正会員    ２ 個人会員    ３ 協賛会員 

（年会費 5,000円） （年会費 1,000円） （年会費 5,000円） 

 

団体名称又は 

個人氏名 

 

 

代表者名 

※団体の場合、要記載 

 

担当者名 

※団体の場合、要記載 

 

 

電話番号 

 

 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 

 

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

【申込方法】 

１ 郵送の場合 

  （送り先） 

鳥取県米粉食品普及推進協議会事務局（有限会社 亀井堂）  

〒６８０－０９３４ 鳥取市徳尾１２２ 

 電話 0857-22-2100  あて  

 

２ ﾌｧｸｼﾐﾘ送信の場合 

    （送り先） 

     ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 0857-23-3085 


